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　エレベーターやエスカレーター、小荷物昇降機を新設等する場合は、建築設備の建築確認申請

が必要となり、新設等の工事完了後、完了検査申請が必要となる。

　なお、建築基準法第87条の４、同法施行令第148条及び令和6年国土交通省告示第1148号により、

恵庭市が所管する「建築設備」については、”エスカレーター”と”小荷物昇降機”となる。

 エスカレーターの主な審査・検査内容は次のとおり。
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